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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の表面に付くように構成されたベースを有する可撓性フードと、
　可撓性フードに結合されたルアーアダプタであって、前記ルアーアダプタの内面に形成
されたチャネルが、カテーテルのベースを流体密封に保持するくさびシールを備えるルア
ーアダプタと、
　前記ルアーアダプタの中に配置された隔壁と
を備えることを特徴とするルアー固定デバイス。
【請求項２】
　前記可撓性フードの近位端部に結合された遠位端部を有し、かつ前記ルアーアダプタに
結合された近位端部を有するフードアダプタをさらに備えることを特徴とする請求項１に
記載のデバイス。
【請求項３】
　前記可撓性フードは、前記デバイスが前記患者の表面に取り付けられるときに前記可撓
性フードと前記患者の間に置かれている粘着フィルムをさらに備えることを特徴とする請
求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記くさびシールは、カテーテルを受けるように構成されている内径を有する環状シー
ルを備えることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
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　前記カテーテルのベース部分は、前記くさびシールの中に収まって流体密封シールを形
成することを特徴とする請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記ルアーアダプタの近位端部に配置されたねじ山のセットをさらに備えることを特徴
とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記隔壁は、セルフシールスリットをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の
デバイス。
【請求項８】
　前記可撓性フードはベースおよび側壁を備え、前記ベースは前記側壁に対しておおよそ
３０°からおおよそ９０°までの角度が付けられていることを特徴とする請求項１に記載
のデバイス。
【請求項９】
　前記ベースは、前記側壁に対しておおよそ９０°の角度が付けられていることを特徴と
する請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記カテーテルは、カテーテル挿入器を介して前記くさびシールの中に設置されること
を特徴とする請求項４に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記カテーテル挿入器は、前記ルアーアダプタに結合されることを特徴とする請求項１
０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　ルアー固定デバイスを製造する方法であって、
　患者の表面に付くように構成されたベースを有する可撓性フードを提供するステップと
、
　前記可撓性フードをルアーアダプタに結合するステップと、
　前記ルアーアダプタの内面に形成されたチャネルに、カテーテルのベースを流体密封に
保持するくさびシールを挿入するステップと、
　前記ルアーアダプタの中に隔壁を配置するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　近位端部および遠位端部を有するフードアダプタを提供するステップと、
　前記可撓性フードを前記フードアダプタの前記遠位端部に結合するステップと、
　前記フードアダプタの前記近位端部を前記ルアーアダプタの遠位端部に結合するステッ
プと
をさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記可撓性フードの前記ベースに粘着フィルムを取り付けるステップさらに含み、前記
粘着フィルムは前記可撓性フードの内部環境を密閉することを特徴とする請求項１３に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記くさびシールは、カテーテルを受けるように構成されている内径を有する環状シー
ルを備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記カテーテルのベース部分は、前記くさびシールの中に収まって流体密封シールを形
成することを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ルアーアダプタの近位端部にねじ山のセットを備えるステップをさらに含むことを
特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
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　前記隔壁は、セルフシールスリットをさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載の
方法。
【請求項１９】
　前記可撓性フードの側壁に対して前記可撓性フードの前記ベースにおおよそ３０°から
おおよそ９０°までの角度を付けるステップをさらに含むことを特徴とする請求項１２に
記載の方法。
【請求項２０】
　患者の表面に付くように構成されたベースを有する可撓性フードと、
　前記ベースに取り付けられ、前記可撓性フードの内部環境を密閉する粘着フィルムと、
　前記可撓性フードに結合されたルアーアダプタであって、前記ルアーアダプタの内面に
形成されたチャネルは、カテーテルのベースを流体密封に保持する環状くさびシールを備
えるルアーアダプタと、
　前記ルアーアダプタの中に配置された隔壁と、
　前記粘着フィルム上に、前記隔壁および前記環状くさびシールと同心の配列で形成され
た挿入標的と
を備えることを特徴とするルアー固定デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般にカテーテルおよびルアーデバイスに関する。より詳細には、本開示は
、くさびシールが配置されているルアーアダプタに結合された可撓性フードを備えるルア
ー固定デバイスについて論述し、この可撓性フードは患者に取り付けられ、また、カテー
テル処置手順中に、カテーテルが患者に挿入され、同時にカテーテルがくさびシールの中
に設置される。
【０００２】
　本明細書では、用語「ルアー」は、医療デバイスおよび／または医療機器においてオス
テーパ固定具とその嵌合メス部分の間に漏れのない接合部を作るために使用される、小型
流体固定具の任意のルアーテーパまたは他のシステムを記述し、かつ含むと理解される。
本発明によるルアーデバイスはさらに一体化隔壁を含み、それによって、ルアー固定接続
部を介して相互連結された２つのデバイスの間の選択的アクセスを提供することができる
。ルアー固定具の非限定的な例は、Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋｅｎｓｏｎ，Ｉｎｃ．によっ
て製造された「Ｌｕｅｒ－Ｌｏｋ」、「Ｌｕｅｒ－Ｓｌｉｐ」および「Ｎｅｘｉｖａ　Ｃ
ｌｏｓｅｄ　ＩＶ　Ｃａｔｈｅｔｅｒ」システムを含む。
【背景技術】
【０００３】
　注入療法は、針またはカテーテルによる患者への流体の投与を含む。それは一般に、患
者の治療が経口薬剤によっては効果的に治療されることができない場合に処方される。通
常、「注入療法」は、薬物または他の流体が静脈内に投与される手順を指す。しかし、こ
の用語はまた、流体が筋肉内注射、皮下注射、および硬膜外経路などの他の非経口経路を
通って供給される状態も指す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願第１３／６１５，２０１号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１３／６１５，０１２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　注入療法は一般に、患者に対して流体を導入または除去するために使用される。注入プ
ロセスは一般に、患者の傷害を回避または最小限にしながら適切なアクセスを確実にする
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ための、カテーテルおよび針の安定した制御を必要とする。動いている救急車の後部など
の緊急状態では、医師または他の介護者は、患者の周囲の過度の動きにより患者にカテー
テルを挿入することができない場合がある。そのため救急車は、カテーテルを挿入するた
めの安定した環境を介護者に与えるために、停止することが要求される。これは、介護者
の不便を招き、患者の生命を救うために必要とされ得る貴重な時間を浪費する。したがっ
て、当技術分野には、現在利用可能な技術に付随する困難および短所を克服するデバイス
の必要性がある。本開示では、このようなデバイスについて論述する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明はルアー固定デバイスを提供し、これは、患者の表面に付くように構成されたベ
ースを有する可撓性フードを含み、それによって、患者との固定された境界面を形成する
。可撓性フードはルアーアダプタに取り付けられる。ルアーアダプタは、ルアーアダプタ
の内面に配置されたくさびシールを含む。ルアーアダプタはさらに、ルアーアダプタの中
に配置された隔壁を含み、内側ルーメン(管腔)がくさびシールと隔壁の間に形成される。
【０００７】
　いくつかの例では、ルアー固定デバイスはさらに、可撓性フードの近位端部に結合され
た遠位端部を有するフードアダプタを備え、このフードアダプタはさらに、ルアーアダプ
タに結合された近位端部を有する。可撓性フードのベースはさらに、外部環境から可撓性
フードの内側または内部環境を分離する粘着フィルムを含むことができる。
【０００８】
　くさびシールは一般に、カテーテルのベース部分を受けるように構成されている内径を
有する環状シールを備える。カテーテルのベース部分は、カテーテル挿入プロセスの一部
としてくさびシールの中に設置される。いくつかの実施態様では、くさびシールの内径は
、流体密封シールを形成するようにカテーテルのベースの外面を受ける。
【０００９】
　ルアー固定デバイスのルアーアダプタ部分はさらに、カテーテル挿入器を適合して受け
るねじ山のセットを備える。カテーテル挿入器は、カテーテル挿入プロセスの一部として
カテーテルをルアー固定デバイスの中に送達し挿入する、任意のデバイスまたはデバイス
の組合せを含むことができる。例えば、カテーテル挿入器は、カテーテルのベース部分が
くさびシールの中に設置されるように、カテーテルのベース部分に接触してカテーテルを
、ルアーアダプタの隔壁を貫通して患者の中に進めるプローブを含むことができる。
【００１０】
　いくつかの実施態様では、可撓性フードのベースは、所望の角度でのカテーテルの挿入
を容易にするために、可撓性フードの側壁に対して角度が付けられている。例えば、いく
つかの例では、ベースはおおよそ３０°からおおよそ９０°の角度が付けられている。
【００１１】
　本発明はさらに、ルアー固定デバイスを製造するための１または複数の方法を含む。い
くつかの実施態様では、ルアー固定デバイスを製造する方法は、１）患者の表面に付くよ
うに構成されたベースを有する可撓性フードを提供するステップと、２）可撓性フードを
ルアーアダプタに結合するステップと、３）ルアーアダプタの内面にくさびシールを挿入
するステップと、４）ルアーアダプタに隔壁を配置するステップとを含む。本発明の方法
はさらに、フードアダプタを提供するステップを含むことができ、フードアダプタは、可
撓性フードの近位端部およびルアーアダプタの遠位端部と結合される。可撓性フードのベ
ースに粘着フィルムを取り付けるステップがさらに提供されることができ、粘着フィルム
は可撓性フードの内部環境を密閉する。
【００１２】
　本発明のいくつかの実施態様はさらに、患者の表面に付くように構成されたベースを有
する可撓性フードを有するルアー固定デバイスと、ベースに取り付けられ、可撓性フード
の内部環境を密閉する粘着フィルムと、可撓性フードに結合されたルアーアダプタであっ
て、ルアーアダプタの内面は環状くさびシールを備えるルアーアダプタと、ルアーアダプ



(5) JP 6929323 B2 2021.9.1

10

20

30

40

50

タの中に配置された隔壁と、粘着フィルム上に、隔壁および環状くさびシールと同心の配
列で形成された挿入標的とを備える。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本発明の上記およびその他の特徴および利点が得られる方法が容易に理解されるように
するために、上で簡潔に説明した本発明についてのより具体的な説明が、添付の図面に示
される本発明の特定の実施形態を参照することによって行われる。これらの図面が、本発
明の典型的な諸実施形態のみを描写しており、したがってその範囲を限定するものと考え
られるべきではないと理解して、本発明は、さらなる特殊性および細部について添付の図
面の使用によって記述および説明される。
【図１】本発明の代表的な実施形態による患者の表面に結合されたルアー固定デバイスの
側面透視図である。
【図２】本発明の代表的な実施形態による図１のルアー固定デバイスの断面図である。
【図３Ａ】本発明の代表的な実施形態によるカテーテルを受ける前のルアー固定デバイス
の断面図である。
【図３Ｂ】本発明の代表的な実施形態によるカテーテルを受ける前のルアー固定デバイス
の断面図である。
【図４Ａ】本発明の代表的な実施形態によるカテーテル挿入プロセス中の様々な位置にお
けるルアー固定デバイスの断面図である。
【図４Ｂ】本発明の代表的な実施形態によるカテーテル挿入プロセス中の様々な位置にお
けるルアー固定デバイスの断面図である。
【図４Ｃ】本発明の代表的な実施形態によるカテーテル挿入プロセス中の様々な位置にお
けるルアー固定デバイスの断面図である。
【図４Ｄ】本発明の代表的な実施形態によるカテーテル挿入プロセス中の様々な位置にお
けるルアー固定デバイスの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　説明される発明の現在好ましい実施形態は、全体を通して同じ部分が同じ数字で示され
ている図を参照することによって最もよく理解されよう。本発明の構成要素が、添付の図
に全体的に描写され示されるように、多種多様の異なる構成で配置および設計され得るこ
とは容易に理解されよう。したがって、図に表されている、本発明のいくつかの実施形態
についての以下のより詳細な説明は、特許請求の範囲に記載の本発明の範囲を限定するも
のではなく、本発明のいくつかの現在好ましい実施形態を表すものにすぎない。
【００１５】
　一般に、本発明は、カテーテルおよびルアーアクセスポートまたはカプラを患者に固定
するための一体化ルアー固定デバイスに関する。詳細には、本発明のいくつかの実施形態
は、患者に取り付けられ、次いで患者に挿入されるカテーテルを受ける、ルアー固定デバ
イスを提供する。カテーテルをルアー固定デバイスに結合するプロセスは、患者内のカテ
ーテルの位置を固定および維持する一体化ユニットを提供する。さらに、この一体化デバ
イスは、カテーテルの挿入部位を保護および遮蔽し、それによって介護者に対する感染お
よび望ましくない血液露出を防止する。
【００１６】
　いくつかの例では、ルアー固定デバイスは、患者の体表面との境界面を形成するように
構成されたベースを備える、可撓性ポリマー材料で作られたフードを備える。いくつかの
実施形態では、ルアーアダプタのベースはさらに、患者のルアー固定デバイスの場所を固
定および定着させるための粘着剤を備える。ルアー固定デバイスはさらに、カテーテル挿
入器が一時的に結合されるルアーアダプタを備える。カテーテル挿入器はカテーテルを、
ルアー固定デバイスを通って患者の中へ進めるように構成される。患者の中への挿入が完
了すると、カテーテルのベース部分がルアー固定デバイスのくさびシールの中に設置され
、それによって一体化デバイスを提供する。くさびシールは、カテーテルのベースとルア
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ーアダプタの間に流体密封シールを提供し、それによって、挿入部位を取り囲む領域を外
部環境から分離する。患者へのカテーテルの挿入に続いて、カテーテル挿入器はルアーア
ダプタから選択的に除去され廃棄される。ルアーアダプタは所定の位置に残り、それによ
って患者への流体アクセスを可能にする。
【００１７】
　本発明の実施形態は、さらにカテーテルを含む。本発明のカテーテルは、生体外使用に
適合する任意のタイプまたは形式のカテーテルを含むことができる。例えば、いくつかの
例では、本発明は静脈内カテーテル、または皮下もしくは筋肉内カテーテルを含む。した
がって、本発明に適合するカテーテルは、可撓性のポリマーカテーテルまたは剛性ポリマ
ーもしくは金属カテーテルを含むことができる。
【００１８】
　カテーテル挿入器は、患者のカテーテル挿入と、ルアー固定デバイスのくさびシールの
中へのカテーテルのベースの配置とを、同時に容易にするための、任意のデバイスまたは
デバイスの組合せを含むことができる。適合するカテーテル挿入器の非限定的な例は、Ｓ
ｔｅｐｈｅｎ　Ｂｏｒｎｈｏｆｔの２０１２年９月１３日出願の特許文献１、名称「ＩＮ
ＴＥＧＲＡＴＥＤ　ＣＡＴＨＥＴＥＲ　ＳＥＣＵＲＥＭＥＮＴ　ＡＮＤ　ＬＵＥＲ　ＡＣ
ＣＥＳＳ　ＤＥＶＩＣＥ」、およびＳｔｅｐｈｅｎ　Ｂｏｒｎｈｏｆｔの２０１２年９月
１３日出願の特許文献２、名称「ＩＮＴＲＡＶＥＮＯＵＳ　ＣＡＴＨＥＴＥＲ　ＩＮＳＥ
ＲＴＥＲ」で教示されており、これらのそれぞれが、その全体で本明細書に組み込まれる
。いくつかの例では、カテーテル挿入器は、カテーテルをルアー固定デバイスの隔壁を通
って患者の中へ進めるように構成されたプローブを備える。カテーテル挿入器はさらに、
患者にカテーテルを挿入する助けになるようにカテーテル挿入器のプローブを通りカテー
テルを通って延びる針を含む。カテーテルが患者の中に挿入された後、カテーテル挿入器
および針は後退させられ、挿入されたカテーテルはルアー固定デバイスから除去される。
【００１９】
　ルアー固定デバイスとカテーテル挿入器の間の相互連結された関係は、カテーテルと患
者の表面の間の架橋連結部を提供する。詳細には、ルアー固定デバイスのフードは、患者
とカテーテルの間の安定した不変の連結部を提供し、それによって、不安定な周囲または
条件において患者のカテーテル挿入を可能にする。言い換えると、ルアー固定デバイスの
フードは、カテーテル挿入中に使用者の手と患者の間の距離が不変のままであるように、
ルアー固定デバイスと患者の表面の間に不変の連結部を提供する。ルアー固定デバイスに
ついてのより良い理解を提供するために、デバイスの様々な一体化構成要素が以下でより
詳細に説明される。
【００２０】
　ここで図１を参照すると、患者１００に固定された、組み立てられたルアー固定デバイ
ス１０の透視図が示されている。一般に、ルアー固定デバイス１０は、粘着層またはフィ
ルム１６に結合されているベース１４を有する可撓性フード１２を備える。患者１００の
ルアー固定デバイス１０の位置を固定し保持するために、粘着フィルム１６が患者１００
に貼られる。いくつかの実施形態では、粘着面はさらに、ルアー固定デバイス１０を患者
１００に取り付ける前に粘着面を露出するために除去される、保護ラップまたはカバー１
７を備える（例えば、図３Ｂ参照）。
【００２１】
　可撓性フード１２は、ルアー連結器すなわちルアーアダプタ２０に固定される。いくつ
かの実施形態では、可撓性フード１２は、フードアダプタ３０によってルアーアダプタ２
０に固定される。例えば、いくつかの実施形態では、可撓性フード１２の近位端部すなわ
ち上方リップ部分１８が、フードアダプタ３０の遠位端部すなわち環状チャネル３２に挿
入される。フードアダプタ３０の近位端部はさらに、ルアーアダプタ２０の遠位端部に結
合される。ルアーアダプタ２０はさらに、カテーテル挿入器および／またはシリンジもし
くは流体ラインなどの流体送達装置を受けるためのねじ山のセット３２を備える。ルアー
固定デバイス１０はさらに、ルアーアダプタ２０の中に収容されている隔壁４０を備える
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。
【００２２】
　次に図２を参照すると、ルアー固定デバイス１０の断面図が示されている。いくつかの
実施形態では、隔壁４０がルアーアダプタ２０の中に収容され、またルアーアダプタ２０
とフードアダプタ３０の間に噛合わされている。そのため、隔壁４０の位置は、デバイス
１０の使用中維持される。隔壁４０はさらに、スリット４２を含むことができる。スリッ
ト４２は、事前切り込みされることができ、あるいはカテーテル挿入プロセス中にカテー
テル挿入器の針によって提供されることができる。いくつかの例では、スリット４２はセ
ルフシールである。閉鎖または封止された位置において、隔壁４０およびスリット４２は
、挿入部位８６と外部環境１０２の間の流体連通を防止し、それによって血液に対する使
用者露出を防止し、可撓性フード１２の中の無菌環境を保存する。
【００２３】
　フードアダプタ３０はさらに、くさびシール５０を備える。くさびシール５０は一般に
、アダプタ３０の内面に形成されたチャネルすなわち溝３４の中に設置されている、環状
ポリマーシールを備える。くさびシール５０はさらに、図示のように、カテーテル９０の
ベース９２を適合して受け、流体密封にして保持するように構成されている内径を備える
。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、カテーテル９０は、隔壁４０のスリット４２を通って患者１
００の中に、カテーテル９０のベース９２が完全にくさびシール５０の中に設置される深
さまで進められる。したがって、カテーテル９０の所望の挿入の深さは、カテーテル９０
の先端部９４とベース９２の間の長さを増大または減少させることによって選択されるこ
とができる。くさびシール５０の中の、ベース９２の完全に設置された位置では、挿入部
位８６を外部環境１０２からさらに分離する流体密封シールを提供する。さらに、ベース
９２とくさびシール５０の間の流体密封シールは、ルーメン(管腔)３６と可撓性フード１
２内の無菌環境との間の流体の漏れを防止する。
【００２５】
　次に図３Ａを参照すると、カテーテル挿入前のルアー固定デバイス１０が示されている
。いくつかの実施形態では、可撓性フード１２は側壁１３およびベース１４を備える。い
くつかの例では、可撓性フード１２のベース１４は、所望の角度での患者へのカテーテル
の挿入を容易にするために、側壁１３に対して角度が付けられている。ベース１４の角度
は、カテーテルの挿入の最適角度に基づいて選択されることができる。例えば、いくつか
の実施形態では、フード１２のベース１４は、おおよそ３０～４５°の角度θを備える。
他の実施形態では、角度θは、図３Ｂに示されるようにおおよそ９０°を備える。
【００２６】
　粘着フィルム１６はさらに、くさびシール５０および隔壁４０のスリット４２と同軸の
配列で配置されている印すなわち挿入標的１９を含むことができる。いくつかの実施形態
では、挿入標的１９は、フィルム１６上に印刷または別の方法で提供されている対照的な
色またはデザインを備える。他の実施形態では、挿入標的１９は、物理的な孔を備える。
挿入標的１９は、ルアー固定デバイス１０を患者の上に正確に配置して所望の場所にカテ
ーテル挿入を実現するのに有用である。例えば、介護者は、黒子を穿刺すること、または
患者の神経もしくは他の解剖学的特徴を針およびカテーテルで打つことを回避するよう、
挿入標的１９を使用してルアー固定デバイス１０を患者の上に配置することができる。し
たがって、カテーテル挿入器のカテーテルおよび針が隔壁４０およびフード１２を通って
進められるとき、針およびカテーテルの先端部分が挿入標的１９を貫通し、患者１００の
所望の場所に入る。いくつかの実施形態では、フード１２の可撓性の性質が、カテーテル
挿入プロセス中に、針およびカテーテルの軌道のわずかな調整を可能にする。したがって
、針およびカテーテルの挿入は、挿入標的１９によって制限されない。むしろ、挿入標的
１９は、カテーテル挿入のおおよその場所を測るための視覚インジケータとして使用され
ることができる。
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【００２７】
　前に論述されたように、いくつかの実施形態では、粘着フィルム１６はさらに、保護層
１７すなわち裏張りを備える。保護層１７は、粘着特性を損なわずに粘着フィルム１６に
対し粘着することおよび除去されることができる任意の材料を含むことができる。例えば
、いくつかの実施形態では、保護層は、当技術分野で一般に使用されているように、ワッ
クスまたはプラスチックコーティングを有する紙を備える。
【００２８】
　次に、図４Ａ～４Ｄを参照すると、カテーテル挿入手順中の様々な位置におけるルアー
固定デバイス１０の断面図が示されている。前に論述したように、ルアー固定デバイス１
０は、カテーテル挿入器１２０と組み合わせて使用される。カテーテル挿入器１２０はカ
テーテル９０を、ルアー固定デバイス１０を通って患者の中へ送達し進めるために必要な
任意のデバイスまたはデバイスの組合せを含むことができる。いくつかの実施形態では、
カテーテル挿入器１２０は、患者の中への挿入の最大深さまでカテーテル９０を進めるよ
うに構成され、この最大深さの挿入により、ベース部分９２が完全にくさびシール５０の
中に設置されることになる。他の実施形態では、フードアダプタ３０は、患者へのカテー
テル９０の挿入しすぎを防止する物理的特徴を備える。
【００２９】
　図４Ａを参照すると、ねじでカテーテル挿入器１２０に結合されたルアー固定デバイス
１０が示されている。いくつかの例では、ルアー固定デバイス１０に結合するねじ山のセ
ットを備えるハウジング１２２を有する、カテーテル挿入器１２０が提供される。カテー
テル挿入器１２０はさらに、カテーテル９０がカテーテル挿入の前に収容されている、ル
ーメン(管腔)１２４を含む。適合するカテーテル挿入器１２０はさらに、カテーテル９０
を、ルーメン(管腔)１２４を通り隔壁４０を貫通して患者の中へ、カテーテル９０のベー
ス９２がくさびシール５０内に完全に設置される深さまで進めるように構成されている、
プローブ１３０を含む。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、カテーテル９０は、鋭利にされた遠位端部９４を有する剛性
材料を備える。そのため、カテーテル９０は、プローブ１３０によってルアー固定デバイ
ス１０を通って患者の中に進められることができる。例えば、カテーテル９０は、鋭利に
された勾配付き遠位端部９４を有する金属または剛性ポリマー材料を備えることができる
。別の例では、カテーテル９０は、患者の皮膚を穿孔することができない可撓性または半
可撓性材料を備える。したがって、いくつかの実施形態では、適合するカテーテル挿入器
１２０はさらに、針１４０の鋭利にされた遠位先端部１４４がカテーテル９０の遠位先端
部９４を越えて露出されるように、カテーテル９０を通って延びる針１４０を備える。カ
テーテル挿入中、鋭利にされた遠位先端部１４４は、患者と接触し、またカテーテル９０
が挿入され進められる開口を提供する。針１４０がカテーテル９０のルーメン(管腔)の中
に配置され、それによって、患者へのカテーテル９０の挿入を容易にするための剛性をカ
テーテル９０に提供する。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、カテーテル挿入器１２０がルアー固定デバイス１０に結合さ
れると、カテーテル挿入プロセスが開始する。プローブ１３０（または、その同等の変形
物）はカテーテル９０および針１４０を、隔壁４０を貫通して進める。いくつかの実施形
態では、針１４０の鋭利にされた先端部１４４が、隔壁４０を貫通する経路を提供するた
めに、隔壁４０を穿孔する。他の例では、隔壁４０は、鋭利にされた先端部１４４および
カテーテル９０が貫通して進められる、セルフシールスリット４２を備える。
【００３２】
　さらに進められると、鋭利にされた先端部１４４は、図４Ｂに示されるように、おおよ
そ挿入標的１９のところで粘着フィルム１６を穿孔する。針先端部１４４およびカテーテ
ル先端部９４は、図４Ｃに示されるように、カテーテル９０のベース９２がくさびシール
５０の中に設置されるまで、粘着フィルム１６の開孔を通って患者の中に進められる。い
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くつかの実施形態では、フードアダプタ３０は、患者へのカテーテル９０の挿入しすぎを
防止する特徴を備える。例えば、いくつかの実施形態では、開口３３は、ベース９２の外
径より小さい直径を有する。そのため、ベース９２は、開口３３を通過することが防止さ
れる。他の実施形態では、開口３３は、ベース９２のテーパ付き面を反映する面取りされ
た面を備える。そのため、ベース９２は、ベース９２がくさびシール５０の中に完全に設
置される深さで開口３３の中に収まる。
【００３３】
　カテーテル挿入に続いて、カテーテル挿入器１２０がルアー固定デバイス１０から取り
外される。いくつかの実施形態では、プローブ１３０および針１４０は、カテーテル挿入
器１２０をルアー固定デバイス１０から取り外す前に、ルーメン(管腔)１２４の中に引っ
込められる。隔壁４０からプローブ１３０および針１４０が引っ込むと、スリット４３は
自己封止し、それによってカテーテル９０およびルーメン(管腔)３６からの流体の漏れを
防止する。
【００３４】
　カテーテル挿入器１２０の取外しに続いて、ルアー固定デバイス１０はさらに、図４Ｄ
に示されるように、ルアー連結器１５２を介して流体ライン１５０などの流体供給源に結
合されることができる。いくつかの実施形態では、流体ライン１５０は、隔壁４０を貫通
してルーメン(管腔)３６の中に入るプローブすなわちノズル１５４を備える。そのため、
患者と流体ライン１５０の間の流体連通は、カテーテル９０を介して容易にされる。
【００３５】
　本発明は、本明細書で大まかに説明され、添付の特許請求の範囲に記載されたその構造
物、方法、または他の本質的な特徴から逸脱することなく、他の特定の形態で具現化され
ることができる。説明された実施形態および例のすべては、どんな点においても例示的な
ものにすぎず、限定的なものではないと考えられるものである。したがって本発明の範囲
は、上記の説明によってではなく添付の特許請求の範囲によって示される。特許請求の範
囲と同等の意味および範囲の中に入るすべての変更は、特許請求の範囲に包含されるもの
である。
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